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要
　
　
　
望

◆
一
般
会
計

　

ふ
る
さ
と
納
税
及
び
企
業
版

ふ
る
さ
と
納
税
の
額
が
昨
年
と

比
べ
倍
以
上
と
な
っ
て
お
り
、

大
き
な
成
果
と
な
っ
て
い
る
。

本
町
は
自
主
財
源
が
少
な
い
た

め
、
今
後
の
目
標
と
し
て
更
に

増
や
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

介
護
職
員
資
格
取
得
支
援
補

助
金
に
つ
い
て
、
各
事
業
所
と

も
介
護
職
員
の
人
材
不
足
が
大

き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

今
以
上
に
本
制
度
の
Ｐ
Ｒ
を
行

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

ま
た
、
一
つ
星
大
学
に
つ
い

て
は
、
良
い
事
業
で
あ
り
、
大

変
期
待
し
て
い
る
。
す
ぐ
に
成

果
が
出
づ
ら
く
課
題
も
あ
る
よ

う
だ
が
、
新
た
な
工
夫
を
し
な

が
ら
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
事
業

　

収
入
未
済
に
つ
い
て
は
、
保

険
料
の
値
上
げ
等
も
関
係
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
基
金

等
を
充
当
す
る
な
ど
保
険
料
を

下
げ
る
努
力
を
お
願
い
し
た
い
。

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健

全
化
に
関
す
る
法
律

　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
状

況
を
統
一
的
な
指
標
で
明
ら

か
に
し
、
財
政
の
健
全
化
や

再
生
が
必
要
な
場
合
に
迅
速

な
対
応
を
取
る
た
め
に
定
め

ら
れ
た
。

　

毎
年
度
、
以
下
の
健
全
化

判
断
比
率
を
監
査
委
員
の
審

査
に
付
し
た
上
で
議
会
に
報

告
し
、
公
表
す
る
。

①
実
質
赤
字
比
率

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

③
実
質
公
債
費
比
率

④
将
来
負
担
比
率

　

健
全
化
判
断
比
率
の
う
ち

の
い
ず
れ
か
が
早
期
健
全
化

基
準
以
上
の
場
合
に
は
、
財

政
健
全
化
計
画
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
公
営
企
業
を
経
営

す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
公

営
企
業
ご
と
に
資
金
不
足
比

率
を
監
査
委
員
の
審
査
に
付

し
た
上
で
議
会
に
報
告
し
、

公
表
す
る
。

　

こ
れ
が
経
営
健
全
化
基
準

以
上
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

経
営
健
全
化
計
画
を
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

令
和
６
年
度
一
般
会
計
、
４

特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
及
び
２

公
営
企
業
会
計
の
決
算
に
つ
い

て
監
査
を
行
っ
た
。

審
査
の
方
法

　

各
決
算
の
事
項
別
明
細
書
、

実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
及
び

財
産
に
関
す
る
調
書
は
関
係
法

令
に
準
拠
し
、
か
つ
、
議
決
予

算
科
目
等
に
従
っ
て
調
製
さ
れ

て
い
る
か
、
そ
の
計
数
は
正
確

で
あ
る
か
、
関
係
諸
帳
簿
、
証

書
類
と
照
合
し
て
い
る
か
な
ど
、

例
月
出
納
検
査
、
定
期
監
査
の

結
果
を
参
考
に
す
る
と
と
も
に
、

関
係
職
員
か
ら
の
説
明
を
求
め

審
査
し
た
。

審
査
の
結
果

　

審
査
に
付
さ
れ
た
各
会
計
の

歳
入
歳
出
決
算
、
歳
入
歳
出
決

算
事
項
別
明
細
書
、
そ
の
他
の

書
類
は
関
係
法
令
の
諸
規
定
に

準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
予
算
額

及
び
収
入
支
出
済
額
に
つ
い
て

は
検
算
し
、
関
係
諸
帳
簿
、
証

書
類
等
照
合
し
た
結
果
、
計
数

処
理
及
び
予
算
執
行
に
つ
い
て

適
正
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。

ま
と
め

　

令
和
６
年
度
の
一
般
会
計
の

決
算
額
は
、
歳
入
62
億
１
千
万

円
、
前
年
度
比
５
．
８
％
減
少
、

歳
出
61
億
２
千
万
円
、
前
年
度

比
１
．
７
％
の
減
少
と
な
っ
た
。

歳
入
の
町
税
で
は
、
徴
収
対
策

と
し
て
実
施
し
て
い
る
文
書
催

告
強
化
の
成
果
が
実
を
結
ん
だ

も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
前
年

度
同
様
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
貸
付

収
入
増
が
顕
著
で
あ
る
。

　

歳
出
で
は
、
路
線
バ
ス
の
減

便
対
策
と
し
て
、
貸
切
代
替
バ

ス
運
行
業
務
を
実
施
し
、
町
民

の
帰
宅
の
足
を
確
保
し
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
も
、
交
通
手
段
の
確

保
に
つ
い
て
は
特
段
の
配
慮
を

お
願
い
し
た
い
。

　

一
般
会
計
の
基
金
残
高
は

37
億
９
千
万
円
で
、
財
政
調
整

基
金
の
１
億
６
千
万
円
の
増
が

主
な
要
因
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
決
算
審
査
の
観
点

か
ら
、「
最
小
経
費
で
最
大
効

果
」「
行
政
執
行
の
透
明
性
及

び
公
平
性
の
確
保
」
に
つ
い
て

特
に
留
意
し
た
。

　

と
き
が
わ
町
決
算
に
基
づ
く

健
全
化
判
断
比
率
お
よ
び
水
道

事
業
会
計
・
浄
化
槽
事
業
会
計

決
算
に
基
づ
く
資
金
不
足
比
率

が
、
監
査
委
員
の
意
見
を
付
け

て
報
告
さ
れ
た
。

審
査
の
方
法

　

令
和
６
年
度
決
算
に
基
づ
く

健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不

足
比
率
並
び
に
そ
の
算
定
の
基

礎
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
に
つ
い
て
、
関
係
担
当
課
長

か
ら
説
明
を
求
め
審
査
し
た
。

審
査
の
結
果

　

下
表
の
と
お
り
、
一
般
会
計

等
に
お
け
る
健
全
化
判
断
比
率
、

公
営
企
業
に
お
け
る
資
金
不
足

比
率
が
報
告
さ
れ
た
。

　

い
ず
れ
の
書
類
も
適
正
に
作

成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
健
全
化

判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
と

も
に
問
題
な
い
と
認
め
ら
れ
た
。

監　
査　
報　
告

監　
査　
報　
告

条
例
の
制
定

条
例
の
制
定

令
和
７
年
度　
補
正
予
算

令
和
７
年
度　
補
正
予
算

条
例
の
一
部
改
正

条
例
の
一
部
改
正

健
全
化
判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
の
審
査
・
報
告

健
全
化
判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
の
審
査
・
報
告

健全化判断比率
健全化判断比率 令和６年度 早期健全化基準

実 質 赤 字 比 率 －％ 15.0%

連結実質赤字比率 －％ 20.0%

実 質 公 債 費 比 率 5.7% 25.0%

将 来 負 担 比 率 －％ 350.0%

※「－％」…赤字額がないため

資金不足比率

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準

水 道 事 業 会 計 －％ 20.0%

浄 化 槽 事 業 会 計 －％ 20.0%

※「－％」…資金不足比率がないため

休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
。

問　

会
計
年
度
任
用
職
員
も
取

得
可
能
な
の
か
。

答　

可
能
で
あ
る
。

議
案
第
39
号

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び

基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
規
定
の
整
備
を
す
る
た

め
、
改
正
す
る
も
の
。

問　

対
象
者
は
何
名
か
。

答　

水
道
課
職
員
が
10
名
、
会

計
年
度
任
用
職
員
が
２
名
。
う

ち
対
象
者
は
４
名
。

議
案
第
40
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

問　

７
月
ま
で
に
３
件
１
２
０

万
円
の
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

が
あ
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
手

数
料
２
０
０
万
円
の
補
正
理
由

は
。

答　

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
は
、

現
在
、
納
税
の
募
集
事
務
を
成

功
報
酬
型
で
委
託
契
約
し
、
納

税
額
の
20
％
を
事
務
手
数
料
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
一
般
の
ふ

る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
は
、
寄

附
額
に
応
じ
た
手
数
料
が
か
か

る
。
今
後
、
ふ
る
さ
と
納
税
額

が
増
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

中
、
不
足
が
予
想
さ
れ
る
手
数

料
を
補
正
す
る
も
の
。

問　

弁
護
士
費
用
が
約
４
０
０

万
円
増
額
に
な
っ
て
い
る
の
は
。

答　

２
件
の
裁
判
案
件
の
費
用
。

議
案
第
43
号

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
，
５
５
２

万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
15
億
３
，
３
９
０
万
円
と
す

る
。

〇
主
な
歳
入

　

前
年
度
繰
越
金

２
，
３
６
５
万
円

ム
の
標
準
化
に
お
け
る
住
登
外

者
宛
名
番
号
管
理
機
能
の
実
装

に
伴
い
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
。

問　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
未

登
録
者
の
個
人
番
号
は
、
町
で

管
理
す
る
の
か
。

答　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
す
で
に

全
て
の
方
に
付
番
さ
れ
て
い
る
。

議
案
第
42
号　

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
，
８
１
８

万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
67
億
２
，
０
８
５
万
円
と
す

る
。

〇
主
な
歳
入

　

地
方
交
付
税６

，
１
６
３
万
円

　

国
・
県
補
助
金

６
４
１
万
円

　

防
災
対
策
事
業
債

１
，
１
６
０
万
円

〇
主
な
歳
出

　

財
政
調
整
基
金
積
立
金

         　

２
，
３
４
５
万
円

　

顧
問
弁
護
士
委
託
料

　
　

           

４
０
８
万
円

議
案
第
48
号

町
営
バ
ス
条
例
の
制
定

　

地
域
住
民
の
移
動
手
段
の
確

保
と
利
便
性
の
向
上
を
図
る
目

的
に
よ
り
、
町
営
バ
ス
を
運
行

さ
せ
る
た
め
、
条
例
を
制
定
す

る
も
の
。

（
運
行
経
路
）

慈
光
寺
入
口
を
始
点
に
明
覚
駅
、

小
川
町
駅
を
主
な
経
由
地
と
し

て
日
赤
病
院
前
を
終
点
と
す
る
。

（
乗
車
運
賃
）

普
通
運
賃
は
大
人
３
０
０
円
／

１
回
、
小
人
２
０
０
円
／
１
回

の
定
額
と
な
り
、
６
歳
未
満
は

無
料
。
定
期
運
賃
あ
り
。
障
害

者
割
引
は
普
通
運
賃
は
半
額
、

定
期
運
賃
は
３
割
引
き
。

問　

更
に
大
野
地
区
へ
延
長
す

る
考
え
は
。

答　

公
共
交
通
の
維
持
、
充
実

と
い
う
の
は
大
変
重
要
な
こ
と

と
考
え
て
お
り
、
今
後
い
ろ
い

ろ
検
討
し
て
い
き
た
い
。

議
案
第
38
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
、


